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中部電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関するチェックポイント 

への回答（案） 

 

資源エネルギー庁 

平成 26 年 3 月 14 日 
 

【財務状況】 

 

①  これまで電気料金の値上げ認可申請をした電力会社に比べて剰余金の水準が高い中での値上

げの必要性について、合理的に説明しているか。 

○ 中部電力は「剰余金は、電気事業の運営に必要な資産（発電設備・送電設備など）の取得等の

ための資金として活用しており、実際には電気事業の運営に必要な資産に形を変えていることか

ら、『現金』として手元に残っているわけでは無い。したがって、事業活動に必要な資金が不足す

る分は、実際の現金ではない剰余金では賄うことができず、金融機関からの借入などにより資金

を調達することが必要となるが、３期連続の赤字となり、今後の具体的な収支改善の見込みが得

られない場合、金融機関に不良債権と判断される蓋然性が高まり、取引先金融機関から新規の融

資を受けられなくなるおそれ（資金調達が極めて困難になる可能性）がある。その場合、信用力

の低下から資金調達コストの一層の上昇や、最悪の場合、資金繰りの行き詰りによって電気事業

の遂行に支障をきたす可能性があることや、燃料・資材調達等にも影響が生じる可能性があるこ

とから、収支の改善を図り、信用力の低下・自己資本の減少に歯止めをかけることにより、電気

事業を健全に運営し、お客さまに電気を安定してお届けすることが必要である。」としている。 

 

◇剰余金について（第１０回電気料金審査専門小委員会資料４） 
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◇中部電力の資金状況の推移（第１０回電気料金審査専門小委員会資料４） 
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◇赤字継続による経営状況の悪化について（第１０回電気料金審査専門小委員会資料４）
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このような悪循環を生むことになり、経営の健全性を毀損することになります。
 

 

○ 中部電力により行われた今回の電気料金値上げ申請に対する審査にあたっては「能率的な経営

の下における適正な原価に基づくものであること。」という電気事業法の規定及び関連する法令

を踏まえ、最大限の経営効率化を踏まえたものになっているかという観点から審査を行った。 
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【人件費等について】 

 

[給与等] 

 

② 役員報酬（一人当たり）、従業員年収（一人当たり）について、それぞれの立場に応じて、地域

特性等の事情も踏まえて削減されているか。また、最大限の効率化が求められる状況下で、役員

数及び従業員数が適正であることを明確かつ合理的に説明しているか。 

特に、役員報酬（一人当たり）については、国家公務員の指定職職員の給与の水準を参考に減額

しているか。 

また、一人当たりの給与手当水準の算定について、対象とした公益企業業種の選択理由を明確か

つ合理的に説明しているか。 

③ 役員報酬及び従業員給与の水準の算出・比較に関し、補正（地域、年齢、勤続年数等）方法の選

択は合理的なものとなっているか。 

【役員報酬】 

○ 中部電力は「一人当たりの年間報酬額（社内役員）について、前回原価から3,400万円（▲65％）

減額となる1,800万円を原価に算入している。また、原価対象の役員数については、平成20年の

料金改定より社内取締役を２名、社内監査役を１名減員し、社外役員も含めた全体では18名とな

っている。」としている。 

 

○ また、役員報酬について、中部電力は「審査要領や電気料金審査専門小委員会で示されたメル

クマールや査定方針に従い算定している。」としている。 

 

○ 電気料金審査専門小委員会の査定方針案（以下「査定方針案」という）において、中部電力は

「申請原価上、平成20年の料金改定より社内取締役（常勤）を２名及び社内監査役（常勤）を１

名減員している。」とするとともに、一人当たりの報酬額の水準については「申請原価上、審査

要領に定める国家公務員指定職の給与水準の平均（事務次官、外局の長、内部部局の長等の平均）

と同等の水準となっている。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P16） 

 

【従業員年収】 

○ 中部電力は「当社は聖域を設けない業務効率化を継続的に推進し、採用数を大幅に抑制するな

ど電力業界の中でもいち早く、徹底的に要員のスリム化に取り組んできた結果、従業員数は平成

19年度に約16,000人まで減少した。その後、要員は増加したものの、平成24年度の従業員数はピ

ーク時の平成7年度と比べ3,690人少ない水準となっており、労働生産性は36.2%向上している。

今後、流通設備の高経年化対策や原子力発電所の安全性向上対策等への対応、太陽光発電連系の

増加対応をはじめとした営業所の業務増による要員逼迫を解消するため、必要人員数は増加する

見込みであるが、原価算定期間中の労働生産性は業界トップレベルである。」としている。 

 

○ 従業員一人当たりの年間給与水準について、中部電力は、審査要領に定められた方法に沿って

算定が行われているが、一般的な企業の平均値及び類似の公益企業との比較は、平成26年2月に

公表された平成25年賃金構造基本統計調査を基本とする。算定方法は、➀平成25年賃金構造基本

統計調査における従業員1,000人以上（正社員）の企業平均値に短時間勤務者（シニア・スタッ

フ）の労働時間を反映した金額と、②同調査における公益企業３業種（1,000人以上、ガス・水

道・鉄道）それぞれの平均年収を中部電力従業員の年齢・勤続年数及び学歴で補正（※）した平

均値に、短時間勤務者（シニア・スタッフ）の労働時間を反映し、これらの単純平均値（①＋②）

／２）に、地域補正を反映している。地域補正の方法については、中部電力の都道府県別の従業

員数を、平成24年賃金構造基本統計調査（企業規模1,000人以上、一般労働者）で示されている
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都道府県別の単価に当てはめて加重平均した値を補正係数としている（1.005209）。また、地域

補正の比較対照とする平成24年消費者物価地域差指数についても、中部電力の従業員が勤務して

いる地域（東海、東北、関東及び北陸）の従業員数で加重平均している。これらの結果、原価に

算入される一人当たりの年間給与水準は623万円となる。 

※ 平成25年賃金構造基本統計調査における公益企業３業種（1,000人以上・ガス、水道、鉄道）

の、それぞれの年収単価区分（学歴別の年齢・勤続年数の年収単価）に該当する中部電力の従業

員数を当てはめて加重平均により１人あたり平均値を算出。 

 

① 給与水準の査定の基本的な考え方 

・一般電気事業者が競争市場にある企業と異なり地域独占の下で競争リスクがないことを勘案し、

一般的な企業の平均値を基本とする。 

・他方、電気事業は、事業規模が極めて大きいことから、小規模・零細企業の平均値を基本とする

ことは、現実にそぐわない面があることや、公益事業としての側面を考慮し、同種同等の観点か

ら規模や事業内容の類似性を持つ企業との比較も加味するとともに、地域間の賃金水準の差を考

慮する。 

・なお、実際に従業員に支給される給与の水準は労使間の交渉により決定されるものである。 

・また、どのような賃金体系を採用するかについても、従業員のモチベーションの維持・向上を図

る責務を持つ事業者の自主性に委ねられるべきものである。 

 

② 一般的な企業の平均値 

・様々な企業を対象とした賃金構造基本統計調査における従業員1,000人以上企業の常用労働者（正

社員）の賃金の平均値（平成25年調査：589万円）に、中部電力の場合には短時間勤務者（シニ

ア・スタッフ）の労働時間を反映することが適当である。 

 

③ 類似の公益企業との比較 

・公益企業の対象業種は、大規模なネットワーク設備を有するという事業の類似性や、料金規制及

び競争実態を勘案し、ガス・水道・鉄道の３業種とすることが適当である。その際、これら企業

との同種同等比較を行う観点から、年齢、勤続年数、学歴について申請会社との相違を補正する。 

・その上で、これら３業種それぞれの水準との比較を行う観点から、３業種の単純平均（※）に、

中部電力の場合には短時間勤務者（シニア・スタッフ）の労働時間を反映することが適当であり、

これと上記の一般的な企業の平均値との単純平均とすることが適当である。 

※賃金構造基本統計調査におけるガス・水道・鉄道の人員数は、鉄道のウエイトが８割を超えて

おり、加重平均を行うことは各業種との比較を行う視点では適当ではないと考えられる。 

 

④  地域補正 

・審査地域の物価水準を踏まえ、消費者物価指数、人事院の「国家公務員給与等実態調査及び職種

別民間給与実態調査の結果に基づく地域別の民間給与との較差」、厚生労働省の「賃金構造基本

統計調査」等を参考に判断する。 

・また、申請における地域補正係数の比較対象とする消費者物価地域差指数については、同社の従

業員が勤務している地域（東海、東北、関東及び北陸）の従業員数で加重平均しているが、審査

要領におけるメルクマールと照らして妥当なものと考えられる。 

（査定方針案該当箇所：P17） 
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◇一人当たりの年間給与水準の比較（平成24年度以降の料金値上げ申請に係る査定ベース） 
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[厚生費、退職給付金等] 

 

④ 厚生費等は、必要最低限の額が計上されているか。 

 

○法定厚生費：健康保険料の事業主負担について、申請内容（53.49％）を下回る、50％を目指し

た可能な限りの削減をしているか。 

○ 健康保険料の事業主負担割合について、中部電力は「電気料金審査専門小委員会」で示された

メルクマールに基づき算定しており、平成26年度の54.19％から年々引き下げ、平成28年度末に

は53.49％とし、平成25年3月末現在における「健康保険組合の現勢」で示されている単一・連合

の計及び全産業平均の55％を下回っている。 

○ 査定方針案においては「健康保険料の事業主負担割合については、健康保険組合の現勢（平成

25年3月末現在）によれば、単一・連合の計の負担割合は55％となっているが、近年における単

一・連合及び類似の公益企業の低減傾向を踏まえ、原価算定期間（平成26年度～28年度）内は年々

引き下げて、28年度末には53％台の負担割合とした中部電力の申請は妥当である。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P22） 

 

 

○一般厚生費： 

・厚生施設費・文化体育費の削減が行われているか。 

・カフェテリアについて、余暇・レジャー等の支出の廃止・縮減が行われているか。行われてい

ない場合には、その理由を明確かつ合理的に説明しているか。 

・その他各種奨励金・拠出金等（例えば、自社株の取得を目的とするもの 等）について、廃止・

縮減が行われているか。行われていない場合には、その理由を明確かつ合理的に説明している

か。 

○ 一般厚生費について、中部電力の原価算入額は、保養所・クラブハウスの全廃や、文化体育費・

持株奨励金の原価不算入などにより、2012年度福利厚生費調査結果報告（日本経済団体連合会）

の1，000人以上企業の平均（従業員一人当たり30.8万円）を下回る27.3万円となっている。 

○ カフェテリアプランについて、余暇・レジャー等の支出の廃止・縮減は行われていない。この

点について、中部電力は「一般厚生費の削減にあたり、各制度の優先順位を精査した結果、保養

所・クラブハウスの全廃、財産形成支援策の一部廃止などを実施し、従業員一人あたりの一般厚

生費はメルクマールを下回る水準となっている。カフェテリアプランについては、従業員の多様

なニーズに柔軟かつ公平に応えることができるため、モチベーションの維持・向上を図るうえで

重要な福利厚生施策であると判断し、現行制度を維持することとした。」としている。 

○ その他各種奨励金について、中部電力は「財産形成を支援する制度の一部を廃止した。また、

持株奨励金については、今回の原価には不算入としている。」としている。 

○ 査定方針案においては「審査要領を踏まえ、経団連「2012年度福利厚生費調査結果報告」の1,000

人以上企業の平均値と比較した。この結果、中部電力の申請は、この平均値以下の水準にあるこ

とを確認した。この範囲においては、どのような福利厚生施策に重点を置くかは従業員のモチベ

ーションの維持、向上を図る責務を持つ事業者の自主性に委ねられるべきものである。宿泊施設、

体育施設その他の厚生施設に係る費用については、社宅・寮等であって、電気事業を遂行するた

めに必要と認められるものを除き、原価に含まれていないことを確認した。なお、社員の社宅及

び独身寮に係る清掃、賄い、貯水槽の点検及び防火管理業務等に係る委託費用が料金原価に算入

されているが、これらの業務は競争入札導入等による効率化が期待できることから、当該費用に
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ついても本査定方針（案）の基本的な考え方（３）及び（４）に示す方針を適用し、効率化努力

分（▲10.31%）を原価に反映することが妥当である。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P23） 

 

 

○従業員以外の者であってその業務内容が不明確なもの（相談役、顧問等）や地方議員兼務者に係

る費用について、原価から除かれているか。また、出向者への給与、その他の雑給について、原

価算入に値するものに限定されているか。 

○ 相談役及び顧問への給与、これらに関連する人件費、地方議員兼務者に係る人件費について、

中部電力は原価に算入していない。 

○ 出向者への給与について、中部電力は、中電配電サポートなど713名（46団体）分を原価に算

入する一方、電気事業連合会など418名（55団体）分は原価不算入としている。 

○ 査定方針案においては、出向者給与等の負担について、以下のとおりとしている。 

・中部電力が給与等を負担している出向者については、電気事業の遂行に必要かつ有効であると認

められるものに限り原価への算入を認める。名古屋大学への出向者２名及び浜松医科大学への出

向者１名については、いずれも中部電力が出資する寄付講座への出向であるが、この費用は申請

原価に算入されていない。また、審査要領において、寄付金は電気料金の値上げが必要な状況下

における費用の優先度を考慮し、合理的な理由がある場合を除き、原価への算入を認めないこと

となっている。これらを踏まえ、両大学への出向者給与を原価に算入することは認めない。 

・原価算入を認める出向者数：710名 

・グループ会社20社（555人）：シーテック、中部プラントサービス、中電配電サポート、知多エ

ル・エヌ・ジー、テクノ中部等 

・エネルギー団体24団体（155人）：中部電気保安協会、日本原燃、日本原電、日本電気協会、原

子力発電環境整備機構等 

○ 雑給について、中部電力は「パートタイマーの人員数の増加はあるものの、嘱託員の人員数の

減少により、前回改定に比べ24億円減少している。」としている。 

○ 査定方針案においては「業務の形態に応じ賃金水準が定まるため、全産業との比較は適当では

なく、他の一般電気事業者との比較が適当である。このため、一般電気事業者の販売量（kWh）

あたりの平均単価と比較した結果、中部電力の申請は、この平均単価以下の水準であることを確

認した。地域密着型携帯情報サービス料に係る費用については、電気事業とは認められない費用

であることから、料金原価から除くべきである。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P19、P20、P24） 
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[調達等について] 

 

⑤ 競争入札比率については、高い水準を目指して引き上げるべきであり、申請内容（35％）は、東

京電力の事例を踏まえた水準となっているか。競争入札の対象分野を明らかにするなど、実現に

向けた具体的な方法を説明しているか。各年の競争入札比率の導入目標を設定しているか。競争

入札以外の方法による調達のうち、関連会社とそれ以外の会社とが占める割合及びその理由を公

表しているか。 

○ 中部電力は「平成24年度の競争発注／特命発注の比率は29％：71％であり、特命発注のうち、

関係会社の占める割合は49％、発注総額に占める関係会社取引の割合は37％になる」とした上で

「さらなる競争発注の拡大に取り組み、平成28年度末までに35％程度を目指す。」としている。

また、「仕様の簡素化や共通化とそれによる新規取引先の発掘等により可能な限り制約条件の解

消に向けた検討を進め、競争環境を整備する。」としている。 

○ 「関西電力株式会社及び九州電力株式会社の供給約款変更認可申請に係る査定方針案」(平成

25年3月6日総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会取りまとめ)(以下、「関

西電力及び九州電力の電気料金値上げ認可申請に係る査定方針案」という。)において、今後の

課題として「経営効率化に関し、今回の申請にとどまらずより長期的かつ持続的、効果的に経営

効率化の取組を進めていくため、例えば発注の仕様を社内の人材が作成するために必要なエンジ

ニアリング能力を向上させるなど、様々な取組を行い、その取り組みを随時公開するべき。また、

経営効率化計画に係る評価について、電気料金の透明性を確保し、以って需要家の理解を得るた

めに、外部の第三者の視点を取り入れた検討・検証を行う仕組みを導入するなど、電気事業者の

経営効率化インセンティブを更に促進する仕組みを検討すべきである」としている。今後、東京

電力の事例を踏まえ、中部電力に関しても競争入札比率の更なる拡大を促すことを含め、経済産

業省において具体的な対応策を検討してまいりたい。 

 

 

⑥ 随意契約を含む調達費用の削減率について、各電力会社のこれまでの取組のみならず、今後の効

率化努力も踏まえつつ、10％程度を目標としているか。また、その削減対象となる分野を、可能

な限り拡大しているか。 

○ 中部電力は「これまでの先行他電力の査定方針を踏まえ、東日本大震災前の価格水準から10％

の調達価格削減、更に子会社・関連会社との契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削

減可能な部分について、出資比率に応じ、10％の調達価格削減の効率化を反映しており、申請原

価反映額は、震災前と比べ10.31％となっている。今後の更なる効率化に向けて、競争発注の拡

大に取り組む他、これまで取り組んできた発注方法の工夫等の効率化施策についても継続・深掘

りしていく。」としている。 

○ 査定方針案においては「資材調達や工事・委託事業等に係る費用であって、申請後に契約を締

結し、又は契約締結に係る交渉を行うものについては、削減を求めることが困難であるものを除

き、これまでの入札の実施等による効率化努力の実績や他の事業者の効率化努力との比較を行い

つつ査定を行う。これまでの関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力の査定に

おいては、調達発注価格を決める際の主要な構成要素の一つである委託人件費について東京電力

のものと比較し、コスト削減前の東京電力と概ね同様の水準であることを確認した上で、東京電

力が「東京電力に関する経営・財務調査委員会」等の第三者による確認を受け10%の調達価格削

減を織り込んだ例を勘案し、各費用項目の性格に応じ、コスト削減を求めることが困難である費

用（※1）を除き、コスト削減額が原則10％に満たない場合には、未達分を減額査定したところ

である。その際各電力が震災後に行った取組のうち、原価織り込み前に削減したものについては、

未達分から除外して算定したところである。今回の中部電力の申請についても、この方針に沿っ

て査定を行うことが適当である。中部電力は申請原価上、設備投資及び修繕費等（「以下、設備
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投資等」※2という。）の資機材・役務調達のうち、今後契約を締結するものについて、①東日

本大震災前の価格水準から10%の調達価格を削減することと、②子会社・関係会社との契約取引

に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減可能な部分についても、出資比率に応じ10%の調達

価格を削減することを基本方針とし、これらを合わせた平均10.31%（うち子会社・関係会社取引

分0.31%）を設備投資等への効率化として織り込んでいる（コスト削減を求めることが困難な費

用を除く）。この効率化の水準は東京電力及び関西電力等の査定水準と同等である。また、価格

水準について、中部電力と東京電力のそれぞれの委託人件費単価を比較したところ、中部電力の

方が低い水準であった。更に、公共工事設計労務単価（※3）と比較することが可能な37職種（電

工、機械運転工、塗装工等）について、中部電力、中部5県平均及び全国平均の単価を見比べた

ところ、中部電力が今回の原価算定に適用した平成25年度単価は中部５県平均及び全国平均より

低い水準であるとともに、震災前の平成23年度単価と同じ水準であった。以上を勘案すると、中

部電力の設備投資等の効率化の織り込みについては適当であると考えられる。」としている。 

※1 コスト削減が困難な費用の例・・・ 市場価格がある商品・サービスの単価、既存資産の減

価償却費、公租公課 等   

※2設備投資、修繕費、固定資産除却費、廃棄物処理費、委託費、普及開発関係費、研究費、養

成費等   

※3 農林水産省及び国土交通省が公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務の単価を決

定したもの 

（査定方針案該当箇所：P 7） 

 

 

⑦ 競争入札比率の拡大及び随意契約費用の削減等、調達の見直しについて、第三者の視点をもって、

その進捗を継続的に検証できるような仕組を検討しているか。 

○ 中部電力は「平成24年度の資機材・役務調達に関する効率化の取り組みについて、客観的視点

を踏まえた適正さを検証するため第三者による評価を実施し、実績は設計値から▲6.4%（非恒常

的件名を除くと▲5.2%）の効率化を実現したと評価された。あわせて、今後は更に▲4.9%の効率

化余地があるとの提言を受けており、これらを踏まえつつ更なる効率化の深掘りに取り組んでい

く。」としている。また、「今後の更なる効率化に向けて、競争発注の拡大に取り組む他、これ

まで取り組んできた発注方法の工夫等の効率化施策についても継続・深掘りしていく。」として

いる。 

○ 関西電力及び九州電力の電気料金値上げ認可申請に係る査定方針案において、今後の課題とし

て「経営効率化に関し、今回の申請にとどまらずより長期的かつ持続的、効果的に経営効率化の

取組を進めていくため、例えば発注の仕様を社内の人材が作成するために必要なエンジニアリン

グ能力を向上させるなど、様々な取組を行い、その取り組みを随時公開するべき。また、経営効

率化計画に係る評価について、電気料金の透明性を確保し、以って需要家の理解を得るために、

外部の第三者の視点を取り入れた検討・検証を行う仕組みを導入するなど、電気事業者の経営効

率化インセンティブを更に促進する仕組みを検討すべきである」としている。今後、東京電力の

事例を踏まえ、中部電力に関しても競争入札比率の更なる拡大を促すことを含め、経済産業省に

おいて具体的な対応策を検討してまいりたい。 
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⑧ 広告宣伝費等普及開発関係費について、公益的な目的から行う情報提供であって、合理的な理由

があるものに限り、原価に算入しているか。また、廃棄物処理費、養成費、研究費、諸費につい

て、厳に必要なもののみを原価に算入しているか。さらに、交際費の大幅な削減、兼職職員への

人件費等の支払の廃止・縮減が行われているか。これらの対応が行われていない場合には、その

理由を明確かつ合理的に説明しているか。 

○ 中部電力は「普及開発関係費については「一般電気事業供給約款料金審査要領」に則り、イメ

ージ広告やオール電化関連業務、販売関連のＰＲ館運営に係る費用は全額原価不算入とし、さら

に費用を精査し、前回原価（80億円）と比べ61億円減の19億円を原価に算入している。」として

いる。 

○ また、「廃棄物処理費については、火力発電所で発生する灰や排水の処理、および原子力発電

所で発生する放射性廃棄物の処理等に係る費用など161億円を原価に算入している。養成費につ

いては、電力の安全・安定供給に必要な技術や知識の習得および技能向上のための研修費用など

21億円を原価に算入している。研究費については、電力中央研究所分担金も含め研究件名の優先

度を考慮して、個別に精査・厳選した結果、研究費合計では、前回改定（128億円）に比べ40億

円減の88億円を原価に算入している。諸費については、寄付金の全額不算入、団体費の削減をは

じめ、費用を精査したことにより、前回原価（402億円）と比べ262億円減の141億円を原価に算

入している。」としている。 

○ さらに、「交際費については、従来から原価には算入していない。議員兼職社員の給与につい

ても、今回の原価には算入していない。」としている。 

○ 査定方針案においては「電気料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮し、普

及開発関係費（公益的な目的から行う情報提供に係るものを除く。）、寄付金及び団体費は原価

算入を認めない。ただし、合理的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前

提に原価への算入を認める。また、電気の供給にとって優先度が低いものや、規制料金として回

収することが社会通念上不適切なもの（交際費、政治献金、書画骨董等）については、原価算入

を認めない。これらは、申請された原価に含まれる費用のうち、法令に基づき経済産業大臣がそ

の費用の内訳に係る資料の提出を受けているもの（法第22条第１項の規定に基づき一般電気事業

者等が届け出た料金その他の供給条件に係る購入電力料等）についても適用する。」としている。 

○ このうち、普及開発関係費については「審査要領において、原価への算入を認めないこととさ

れている販売促進を目的とした広告宣伝費、オール電化関連費用、ＰＲ館の販売促進関連費用に

ついては、原価算入されていないことを確認した。他方で、節電や省エネ推進を目的としたもの

であっても、ＰＲ・コンサルティング活動に係る費用については、販売促進的側面が強いと考え

られることから、料金原価から除くべきである。電気料金メニューの周知、需要家にとって電気

の安全に関わる周知、電気予報等需給逼迫時の需要抑制要請といった公益的な目的から行う情報

提供のみ原価算入を認めるが、ホームページやパンフレット・チラシ等を利用したものなど、厳

に必要なもののみ原価算入を認めるべきである。特定の需要家に限定した専用サイトを利用した

情報提供や他の取り組みと重複していると考えられる費用については、電気料金の値上げを行う

状況下における費用の優先度が低いと考えられることから、料金原価から除くべきである。普及

開発関係費のうち、団体費的な性格を持つ費用（各種団体の活動費用等）については、料金原価

から除くべきである。ＰＲ館に付随する屋外施設管理費については、電気事業に供しない施設に

係る費用であることから、料金原価から除くべきである。原子力広報についても、イメージ広告

に近い情報発信に係る費用については料金原価から除くべきである。発電施設等の施設見学会に

係る費用については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度の観点から、主に電

源立地地域を対象とするものに限定して原価算入を認めるべきである。地域密着型携帯情報サー

ビス料に係る費用については、電気事業とは認められない費用であることから、料金原価から除

くべきである。」としている。 
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○ 廃棄物処理費については「石炭灰処理費用は、自社灰捨地の延命化対策後の処理計画に基づき

適正に算定されていることを確認した。」としている。 

○ 養成費については「研修先の設定する単価が、単価表において予め決まっていることを確認し

た。販売促進に係る研修費用等については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先

度を考慮し、料金原価から除くべきである。」としている。 

○ 研究費については「電中研などの分担金及び自社研究費のうち、電気料金の値上げを行う状況

下における費用の優先度が低い研究については、料金原価から除くべきである。なお、研究成果

については、広く社会に普及するよう、既に公表されている内容をより充実させるべきである。

電中研の分担金については、本来、電力会社本体で行うことも考えられる業務を集中的に行うた

め各社が費用を分担するものであり、分担金に含まれる人件費については、中部電力のコスト削

減努力並に料金原価から減額すべきである。その他の一般管理費等のコスト削減可能な経費につ

いては、効率化努力を織り込んでおり、中部電力のコスト削減努力に照らして妥当であると考え

られる。」としている。 

○ 諸費については、寄付金は「審査要領のとおり、料金原価へ算入されていないことを確認した。」

とし、団体費は「海外電力調査会、海外再処理委員会、原子力安全推進協会、電力系統利用協議

会、世界原子力発電事業者協会東京センター、日本卸電力取引所、地域共同防災協議会（６団体）

については、事業目的など合理的な理由があると考えられることから、料金原価への算入を認め

るが、これ以外の団体費については、審査要領のとおり、料金原価へ算入されていないことを確

認した。」とし、他に「定期調査事前周知に係る郵送費、海外派遣職員への督励に係る旅費及び

社内提案活動に係る賞金については、電気料金の値上げを行う状況下における費用の優先度を考

慮し、料金原価から除くべきである。移動電話料のうち、人員数を用いて算定している費用につ

いては、経費対象人員の人数に置き換えて再算定して上回る部分について料金原価から減額すべ

きである。急速充電器利用サービス料については、電気料金の値上げを行う状況下における費用

の優先度を考慮し、ＥＶ・ＰＨＶタウン構想に沿って導入した電気自動車等を円滑に活用してい

くにあたり、近隣の他の急速充電器が利用できないなど、電気事業の運営上必要不可欠の場合に

限り、急速充電器利用サービスに係る運営費用や分配金を除いた費用について原価算入を認める

べきである。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P 6、P95、P97、P98、P99、P100） 

 

 

⑨ 寄付金、団体費、交際費等は、廃止されているか。 

○ 寄付金及び交際費について、中部電力は全額原価不算入としている。また、団体費については、

海外電力調査会、海外再処理委員会、原子力安全推進協会、電力系統利用協議会、世界原子力発

電事業者協会東京センター、日本卸電力取引所、地域共同防災協議会（６団体）の12団体を原価

算入している。 

○ 査定方針案においては「電気料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考慮し、普

及開発関係費（公益的な目的から行う情報提供に係るものを除く。）、寄付金及び団体費は原価算

入を認めない。ただし、合理的な理由がある場合には、算定の額及び内容を公表することを前提

に原価への算入を認める。また、電気の供給にとって優先度が低いものや、規制料金として回収

することが社会通念上不適切なもの（交際費、政治献金、書画骨董等）については、原価算入を

認めない。これらは、申請された原価に含まれる費用のうち、法令に基づき経済産業大臣がその

費用の内訳に係る資料の提出を受けているもの（法第22条第１項の規定に基づき一般電気事業者

等が届け出た料金その他の供給条件に係る購入電力料等）についても適用する。」としている。 

○ このうち、寄付金は「審査要領のとおり、料金原価へ算入されていないことを確認した。」と

し、団体費は「海外電力調査会、海外再処理委員会、原子力安全推進協会、電力系統利用協議会、

世界原子力発電事業者協会東京センター、日本卸電力取引所、地域共同防災協議会（６団体）に

ついては、事業目的など合理的な理由があると考えられることから、料金原価への算入を認める
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が、これ以外の団体費については、審査要領のとおり、料金原価へ算入されていないことを確認

した。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P 6、P99） 

 

 

⑩ 電力中央研究所への分担金は、その内容が真に必要なものに限られているか。 

（各研究テーマとそれぞれの予算額、再委託を行う場合はその比率。） 

○ 電力中央研究所への分担金について、中部電力は、前回原価（42億円）と比較して３億円減の

39億円を原価に算入しており、このうち再委託比率は「原価算入額に対して0.09％」とのことで

ある。（詳細は下記表のとおり） 

○ 査定方針案においては「電中研などの分担金及び自社研究費のうち、電気料金の値上げを行う

状況下における費用の優先度が低い研究については料金原価から除くべきである。なお、研究成

果については、広く社会に普及するよう、既に公表されている内容をより充実させるべきである。

電中研の分担金については、本来、電力会社本体で行うことも考えられる業務を集中的に行うた

め各社が費用を分担するものであり、分担金に含まれる人件費については、中部電力のコスト削

減努力並に料金原価から減額すべきである。その他の一般管理費等のコスト削減可能な経費につ

いては、効率化努力を織り込んでおり、中部電力のコスト削減努力に照らして妥当であると考え

られる。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P99） 
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（単位：千円）
研究課題 原価算入額 再委託
金額 再委託
比率

原子炉圧力容器・炉内構造物健全性評価 181,824 なし －
電力システム 160,829 96 0.06%
自然外部事象に対する原子力施設のフラジリティ評価 157,275 なし －
高効率発電 145,266 なし －
大電流技術 144,743 なし －
次世代配電ネットワーク技術の開発 142,150 なし －
雷・電磁環境 140,849 なし －
構造材料 132,192 なし －
軽水炉のシステム安全評価 120,922 なし －
放射性廃棄物処分の長期安全性評価技術の体系化 117,619 なし －
エネルギー変換 108,375 なし －
燃料・炉心 88,760 なし －
燃料サイクル 79,462 なし －
高エネルギー 76,010 なし －
高性能SiCパワー半導体 75,853 なし －
構造工学 72,882 なし －
地圏科学 72,274 なし －
軽水炉の機器・配管健全性評価 71,614 584 0.82%
低線量放射線リスクの定量評価と放射線防護への反映 70,023 2,629 3.75%
電力応用 69,443 なし －
低品位資源利用技術の高度化 69,317 なし －
高電圧・絶縁 67,828 なし －
微粉炭火力の燃料種拡大のための運用技術開発 67,279 なし －
送配電設備の風雪害対策技術の実証 65,301 なし －
高性能二次電池評価技術の確立 64,250 なし －
燃料高度利用 61,645 なし －
経年電力流通設備の維持管理技術の構築 58,940 なし －
放射性物質の拡散・長期動態に関する予測手法の開発 54,092 なし －
次世代通信ネットワークシステムの実証と共通仕様化 52,957 なし －
大気・海洋環境 52,674 なし －
使用済燃料の長期貯蔵管理技術の開発 49,432 なし －
応用生物工学 49,220 なし －
雷リスクマネジメント技術の構築 48,836 なし －
経年鉄塔の健全性評価技術の開発 48,509 なし －
原子炉システム安全 48,115 なし －
地下エネルギー利用技術 46,868 なし －
機能材料 44,648 なし －
地震工学 44,642 なし －
ダム流域土砂管理のための統合システム開発 42,027 なし －
ヒューマンファクター 41,473 なし －
生物環境 40,922 なし －
生物多様性分野の環境アセスメント技術の開発 40,897 なし －
高クロム鋼製高温機器の設備診断技術の開発 40,047 なし －
情報数理 38,833 なし －
原子力施設に対する自然外部事象のハザード評価 36,339 なし －
流体科学 35,839 なし －
軽水炉機器・配管に対する非破壊検査技術の開発 35,717 なし －
熱流体・反応数値解析 34,055 なし －
電力設備に及ぼす気象・気候影響予測手法の開発 33,664 なし －
火力発電の大気環境総合評価技術の開発 31,048 なし －
経済・社会システム 29,613 なし －
水域環境 28,201 なし －
太陽光発電出力の高精度推定・予測技術の開発 22,602 なし －
環境化学 18,505 なし －
原子力施設における火災現象評価技術の確立 17,753 なし －
エネルギー技術評価 17,046 なし －
需要家システム 16,443 なし －
通信システム 14,611 なし －
次世代需要マネジメントの価値評価 12,901 なし －
太陽光発電大量導入時の系統セキュリティ評価 12,749 なし －
材料評価共通技術 12,205 なし －
軽水炉のケーブル健全性評価 4,846 なし －
健全に機能する電力市場とネットワークの中立化 4,244 なし －
電気事業経営 1,460 なし －

合計 3,886,963 3,309 0.09%

*端数処理の関係で合計は一致しない  
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⑪ 子会社・関連会社について電力会社本体並の経営合理化を行い、それを調達費用の更なる削減に

反映させているか。また、役員の報酬・賞与・退職慰労金について、その削減が各電力会社本体

における措置に準じたものとなっているか。 

○ 中部電力は「今回の申請原価においては、子会社・関係会社との契約取引に係る費用のうち一

般管理費等のコスト削減可能な部分について、出資比率に応じ、10％調達価格を削減しており、

削減額として年平均19億円程度が反映されている。役員報酬については、主に当社との資本関係

が強い子会社・関連会社に対して、当社役員に準じた報酬の削減を要請し、実施している。」と

している。 

○ 査定方針案においては「資機材・役務調達のうち、今後契約を締結するものについて、子会社・

関係会社との契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減可能な部分についても、出資

比率に応じ10%の調達価格を削減することを基本方針とし、これらを合わせた平均10.31%（うち

子会社・関係会社取引分0.31%）を設備投資等への効率化として織り込んでいる（コスト削減を

求めることが困難な費用を除く）。この効率化の水準は東京電力及び関西電力等の査定水準と同

等である。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P 7） 

 

 

⑫ 子会社・関連会社の役員を兼務している者は、その報酬を削減しているか。 

○ 中部電力は「子会社・関連会社の役員を兼務している者については、上場会社を除いて無報酬

となっている。上場会社の報酬については、当該会社の株主総会や取締役会で決議されたもので

あり、その役員としての責任の重さを踏まえ受け取っている。」としている。 

○ 査定方針案における子会社・関連会社の扱いについては、上記⑪への回答のとおりである。 

 

 

⑬ コスト削減努力を明確かつ定量的に原価の削減に反映しているか。（例えば、スマートメーター

の調達改善努力、導入による業務効率化等による人件費・修繕費等の削減 等） 

○ コスト削減努力と原価の削減について、中部電力は、申請ベースでは、平成26～28年度の３年

間平均で1,633億円のコスト削減を原価に反映しているとのことである。（詳細は下記表の通り） 

○ 査定方針案における経営効率化については、上記⑥への回答のとおりである。 

○ 中部電力は「スマートメーターの導入について、導入効果の高い高圧部門は平成24年1月から、

低圧部門も平成26年10月から順次導入を進め、平成34年度までに全数設置を行うことを表明して

いる。また、スマートメーターの導入に伴う検針費等の削減効果を平成28年度から▲13.7億円織

り込むとともに、その後も展開の進捗とともに検針・配電業務の合理化効果や需要抑制効果が増

加するものと推計している。また、お客さまサービスの向上として、料金メニューの多様化とデ

マンドレスポンス（需要抑制）に取り組む」としている。 

○ 査定方針案においては「通信ＲＦＰの結果を踏まえた仕様の見直しにより、例えば、自社光ケ

ーブルの設置及び維持管理に要する費用の減や、事業者回線を活用する集約装置の設置・運用に

要する費用の増などがあると考えられるが、通信ＲＦＰの結果を踏まえた原価の再算定を行い、

申請との差分がある場合には、料金原価から減額すべきである。」「今回、中部電力は、スマート

メーターの導入に伴い、スマートメーターの取替工事に関する「お知らせ葉書」の郵送を新たに

計画し、その増分費用を申請原価に織り込んでいるが、お知らせ葉書の内容は、事前訪問の際に

説明するものと基本的に同じであり、他社の料金査定においても、こうした費用は想定されてい
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なかったことを踏まえ、料金原価上、当該増分費用については計上を認めない。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P107、P109） 

 

＜平成26～28年度におけるコスト削減額（中部電力申請ベース）＞ 

（単位：億円） 

H26 H27 H28 3ヶ年
平均

主な内容

人件費 454 460 467 460

•役員給与の削減

•基準賃金の削減をはじめとした社員年収水準の引き下げ

•保養所の全廃等による厚生費の削減 等

燃料費・
購入電力料

444 631 667 580

•上越火力発電所運転開始による熱効率向上（燃料費の低減）

•安価な燃料調達による燃料費の削減

•購入電力料の削減 等

設備投資
関連費用

49 84 117 83
•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•新技術・新工法の採用による投資額の削減

修繕費 384 310 299 331
•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•新技術・新工法の採用､仕様の見直し､設備の効率的運用等による削減

その他 175 183 179 179

•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•販売拡大活動やイメージ広告等の普及開発関係費の削減

•寄付金・団体費等の諸費の削減

•販売に係る研究費の削減 等

合計 1,506 1,668 1,729 1,633
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[事業報酬] 

 

⑭ 安定供給、財務状況等を踏まえ、事業報酬率は適正なものとなっているか。 

○ 電気事業者が設備投資を行うための資金調達に要するコストである事業報酬については、その

算定方法が「一般電気事業供給約款料金算定規則」及び「一般電気事業供給約款料金審査要領」

に定められている。事業報酬率については、審査要領上、電気事業をめぐる経営リスクが、他の

一般的な事業会社の経営リスクと比較してどのような位置にあるかという点（β値）を勘案し決

定され、β値の採録期間については、中部電力は「認可申請にあたっては、平成23年9月20日か

ら平成25年9月17日（２年間）における一般電気事業者９社の平均値である0.96を適用する。」

としている。 

○ なお査定方針案においては「事業報酬率は、審査要領上、電気事業をめぐる経営リスクが、他

の一般的な事業会社の経営リスクと比較してどのような位置にあるかという点（β値）を勘案し

決定され、審査要領にも示されているように、東日本大震災後の状況も勘案し事業報酬率を設定

する必要がある。東京電力の料金値上げ審査における査定方針においては、震災以降、電気事業

の経営リスクは格段に高まり、震災前後で経営リスクに断絶があると考えられることから、本来

は例えば２年程度の一定の長期間を採るべきと考えられるが、平成23年3月11日から申請日前日

（平成24年5月10日）までの期間をβ値の採録期間としたところである。関西電力、九州電力、

東北電力、四国電力及び北海道電力の料金値上げ審査における査定方針においては、β値の採録

期間を申請の際に用いた震災後から値上げ検討表明日（決算発表日）までとすることや、東京電

力による申請の査定方針と同様、震災後から申請日前日までとすることも方策として考えられた

が、値上げ検討表明日、申請日のいずれも事業者による恣意性を排除できないこと、電気事業の

事業リスクを反映させるためには、２年程度の一定の長期間を採るべきことから、平成23年3月

11日から電気料金審査専門委員会での査定方針案のとりまとめ日までとすることが妥当である

としたところである。β値については、採録期間を１年未満とした場合のβ値は大きく変動して

おり、また、震災以降半年程度のβ値は高騰しているが、以降は比較的安定していること、震災

の前後でβ値は大きく異なることから、査定方針案のとりまとめ日までの直近２年間とすること

が妥当である。なお、自己資本報酬率については、算定に用いる一般電気事業を除く全産業自己

資本利益率の平成24年度値が確定したことから、申請時点における平成17年度から平成23年度ま

での平均値に代えて、平成18年度から平成24年度までの平均値を採用することが妥当である。3

月12日までの直近２年間を採録期間とするβ値は1.04であり、これにより計算される事業報酬率

3.0%に照らして、申請における事業報酬率2.9％は妥当である。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P66） 
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（第１０回電気料金審査専門小委員会資料６－１） 

 

 

[減価償却費、レートベースについて] 

 

⑮ 減価償却については、原価算入の対象となる資産の範囲・種別が明確で合理的なものになってい

るか。 

○ 減価償却費は、設備投資により形成された発電所等の設備が運転開始することに伴い、当該資

産の価値である簿価の一定割合が会計上費用化されるものであるが、電気事業の運営にとって真

に必要不可欠な資産に係るものに限って料金原価への算入が認められる。 

○ 中部電力は「長期計画停止発電所・販売に係るＰＲ施設・保養所等に係る減価償却費について、

原価不算入としている。」としている。 

○ 査定方針案においては「固定資産関連が、電気事業の運営にとって真に必要不可欠なものであ

るかについて、先行投資、不使用設備、予備品／予備設備、建設中の資産（※）等を中心に行わ

れた特別監査（立入検査）の結果を確認したところ、送電線異電圧、送電線空回線及び空管路、

発電設備・変電設備等における長期間不使用の土地、建物、機械装置、社宅の空室分、その他（無

償貸与土地・設備、スポーツ施設、ＰＲ施設等）についてはレートベースから除くべきである。

上記の考え方に基づき、査定を行った資産に関わる減価償却費等の営業費用についても、料金原

価への算入を認めるべきでない。」としている。 

 （※）設備の新設や改良のための設備投資額は、電気事業固定資産として竣工するまでの期間、

建設仮勘定として整理されるが、「建設中の資産」とは、建設仮勘定の平均帳簿価格（資産

除去債務相当資産を除く）から建設中利子相当額及び工事負担金相当額を控除した額に50％

を乗じた額。 

（査定方針案該当箇所：P55） 
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⑯ 原価算定期間内に稼働が見込まれない原子力発電設備をレートベースに含める理由が説明され

ているか。また、建設中の資産について、レートベース算入・不算入の根拠が説明されているか。 

 ○ 中部電力では、原価算定期間中に浜岡原子力発電所３号機及び４号機の再稼働を見込んでいる。

（３号機：平成29年1月、４号機：平成28年1月） 

 ○ 原価算定期間中の発電電力量を想定していない浜岡５号機について、中部電力は「平成23年5

月14日に発生した海水流入事象を受けて、海水が混入した設備の点検および健全性評価を進めて

おり、これまでのところ、運転再開に影響を及ぼす著しい腐食などは確認されていない（平成26

年上期末までに点検を終える予定）。また、新規制基準への対応についても引き続き検討を進め

ているところであり、今後も重要な電源と考えている。このため、引き続き電気事業に必要不可

欠な資産としてレートベースに織り込んでいる。」としている。 

 ○ また、建設中の資産について中部電力は「建設準備中の工事について、原価不算入としている」

としている。 

○ 査定方針案においては「審査要領上、「長期停止発電設備については、原価算定期間内に緊急

時の即時対応性を有すること及び改良工事中などの将来の稼働の確実性等を踏まえてレートベ

ースに算入する。」となっている。中部電力においては、浜岡原子力発電所5号機について、高

経年化対策等に加え、更なる安全性向上対策等の実施を計画し、再稼働に向けた準備を進めてい

るところであり、原価算定期間以降には稼働するものと想定していることから、レートベース及

び減価償却費を算入することは妥当である。」としている。 

 ○ また、建設中の資産(※)については「工事計画が未確定なものを除き、工事計画の認可等によ

り実施が確定した工事に要する金額の2分の1のみがレートベースに算入されていることを確認

した。」としている。 

  （※）設備の新設や改良のための設備投資額は、電気事業固定資産として竣工するまでの期間、

建設仮勘定として整理されるが、「建設中の資産」とは、建設仮勘定の平均帳簿価格（資産除

去債務相当資産を除く）から建設中利子相当額及び工事負担金相当額を控除した額に50％を乗

じた額。 

（査定方針案該当箇所：P56、P59） 
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[燃料費、購入電力料等] 

 

⑰ 火力発電所の稼動増に対し、電源構成（原油、石炭等）の発電単価を踏まえた燃料費の抑制策を

講じようとしているか。 

 ○ 中部電力は「発電燃料単価の安い石炭火力をベース供給力とし、熱効率の高いコンバインドサ

イクル型ＬＮＧ火力を優先的に配分したうえで、 残りを従来型ＬＮＧ火力および石油火力で分

担している。他社火力は契約に基づき、自社火力と同様に経済性を考慮して計画している。」と

している。 

○ 査定方針案においては「申請における自社火力の発電所別の発電電力量は、発電所の定期検査

や補修停止等を考慮したうえで、メリットオーダーに基づき算定されていることを確認した。具

体的には、発電燃料単価の安い石炭火力をベース供給力とし、次に熱効率が高いコンバインドサ

イクル型ＬＮＧ火力を優先的に配分したうえで、残りを従来型のＬＮＧ火力、石油火力の順にて

賄うことを基本としていることを確認した。他社火力については、契約に基づき、自社火力と同

様に経済性を考慮して計画していることを確認した。」としている。 

○ なお「電源別の供給電力量のうち、一般水力については可能発電電力量から溢水電力量を控除

して算定される。中部電力は今回の申請においては、平成21年度以降の溢水電力量の増加を理由

に、21～23年度の３ヶ年の水力停止率をもとに溢水電力量を想定している。21年度以降の溢水電

力量の増加の一因として、中部電力は、①近年、短時間の集中豪雨が発生するケースが増加して

おり、出水に伴う発電機停止による溢水電力量実績が増加していること、②水車発電機保守の効

率化に伴う過去の作業停止量の一時的現象の反動、が考えられるとしている。しかしながら、①

については、異常気象が継続するかどうかは定かではないこと、②については、これまで水車発

電機の保守効率化に取り組んできたことは評価できるものの、過去の料金改定や供給計画策定時

において、至近10ヶ年の水力停止率をもとに溢水電力量を算定してきたことが確認されたことか

ら、今回、観測期間を変更する特段の事情はないと考えられるため、申請原価においても、至近

10ヶ年（15～24年度）の水力停止率の実績をもとに溢水電力量を想定することが適当である。こ

の結果をもとに、自社火力の発電電力量の分担及び燃料消費数量を再算定すべきである。」とし

ている。 

（査定方針案該当箇所：P29,30） 
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◇一日の供給力の内訳（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－２） 

 

 

◇年度別の火力供給電力量配分結果（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－２） 
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◇自他社火力（燃料別）の経済的な配分の考え方（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－２） 

 

 

 

⑱ 燃料単価の上昇は燃料費調整制度において電気料金に織り込み済みであるにもかかわらず、燃料

費の増加を理由に電気料金を値上げしなければならないことについて分かりやすく説明してい

るか。 

○ 中部電力は「燃料費調整制度は、料金改定時に前提とした燃料消費量に対応する燃料価格の変

動影響を電気料金に反映する制度となっているが、原子力利用率の低下など電源構成の変化によ

る燃料消費量の変動影響は、電気料金には反映されず、今回の改定では、平成26～28年度の原価

算定期間に見込まれる燃料消費量への置換えを含め、火力燃料費全体を見直している。」として

いる。 

 

◇値上げの主要因（第１３回家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査委員会資料３－２、 

  第１１回電気料金審査専門小委員会参考資料３） 

現行料金原価
21,948億円

収入の増
＋1,361億円

現行収入
23,309億円

その他の費用減
▲269億円

収入不足額
＋1,627

申請原価
24,935億円

燃料費の増
＋4,889億円

経営効率化による減
▲1,633億円

うち、燃調収入の増
＋3,084億円

 

 

※1 

※2 
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◇燃料費増加の燃料費調整制度との関係（第１３回家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査委

員会資料３－２、第１１回電気料金審査専門小委員会参考資料３） 

前回改定時の
火力燃料費

（数量）

（単価）

消費数量の増

単価増
①燃料価格変動影響

(燃料費調整制度の対象範囲)

約3,100億円

①燃料価格の変動
市況や為替レートの変化による燃料価格の変動分
⇒燃料費調整制度により電気料金に反映されます

②③④燃料消費量の変動等
原子力利用率の低下など電源構成の変化により
前回料金改定時の織込み燃料消費数量を超えて消費
した分（単価増分を含む）や石油石炭税増税など
燃料費調整制度で反映できない単価増分
⇒燃料費調整度では電気料金に反映されません

今回改定の
織込み火力燃料費

②消費数量差
［前回改定時の単価で評価］

燃料費調整制度
の対象範囲外

約1,000億円

③消費数量差
[燃料価格変動対応分]

（燃料費調整制度の対象範囲外）

約400億円
うち
原子力利用率減
（約2,400億円）

④油種構成差、石油石炭税
増税等による単価増影響

（燃料費調整制度の対象範囲外）

約500億円

 
 

 

⑲ 今回の原価算定期間において、燃料調達の長期契約の満了件数及び契約更改等によるコスト削減

の定量的な見込みはどのようになっているか。 

⑳ 燃料費の低廉化について、具体的な取組方針が、必要な情報とともに説明されているか。また、

これらの取組による燃料費削減期待額を織り込んで、あらかじめ燃料費を削減できないか。 

○ 中部電力は「原子力発電所の利用率低下（浜岡３～５号機の利用率：前回83.0％⇒今回12.4％）

に伴い、火力発電電力量が増加したことや、燃料価格が上昇したことから、燃料費については、

平成26～28年度平均で、前回改定に比べ4,889億円の大幅な増加となる見込みであり、火力発電

電力量については、販売電力量の減少はあるものの、原子力発電電力量や他社からの受電電力量

の減少に伴い増加する一方で、割高な石油系を最小限に抑制していることから、ＬＮＧ火力（ガ

ス系）が大幅に増加している。この結果、火力燃料費は前回改定と比べ4,969億円増の12,384億

円（うち石油系261億円、ガス系10,857億円、石炭1,266億円）、核燃料費は同80億円減の20億円

を原価に算入している。」としている。 
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（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－１） 

 
 

 ○ 燃料費について、査定方針案においては、以下のとおりとなっている。 

（ア） ＬＮＧ 

・ ＬＮＧ長期契約の調達価格については、契約時期の影響等に左右されるが、現行契約の価格

フォーミュラと調達数量を確認したところ、至近の実績では、平均すれば、全日本通関ＬＮＧ

価格（ＪＬＣ）よりも割高な価格での調達となっている。 

・中部電力は、安価で安定、そして柔軟な燃料調達を図るため、エネルギー生産・開発を担う上

流開発に参画するとともに、国境を越えて燃料の共同調達に取り組んでいくことを表明してお

り、具体的な取組として、米国フリーポートプロジェクトへの参画、豪州イクシスプロジェク

ト等のＬＮＧ関連の上流権益の取得、韓国ガス公社（ＫＯＧＡＳ）とのＬＮＧの共同調達の実

施、インドガス公社（ＧＡＩＬ）とのＬＮＧの共同調達の可能性や在庫調整などについての協

議開始などをあげている。 

・また、原価算定期間中の年間調達予定数量約1,346万tのうち、約1,243万tを長期契約等により

確保しており、このうち、約370万t分が、原価算定期間内に価格改定を迎える。また、未定分

約103万tについてはスポット契約にて調達する前提で原価に織り込んでいる。 

 なお、ＬＮＧ長期契約における調達義務に関し、不可抗力による引取不能は免責されるが、不

可抗力以外であれば、契約未達数量はテイクオアペイ（引き取らない場合にも支払義務あり）

と定められていることを確認した。また、契約中の途中解約については、不可抗力が長期間継

続する場合や債務不履行等の特別な場合を除き不可となっていることを確認した。 

・ＬＮＧの購入価格は、原油価格を指標とした価格フォーミュラにより決定されるが、申請原価

は、25年6～8月の購入価格を算定する際に参照する全日本通関原油価格（ＪＣＣ）等を、プロ

ジェクト毎の価格フォーミュラに適用し算定していることを確認した。  

・原価算定期間内に価格改定を迎える長期契約の改定後価格について、中部電力から提出された

基本契約書においては、価格改定協議の指標として、価格改定協議期間中及び価格改定対象期

間の日本向け長期ＬＮＧ契約に対して「競争力」を持つことと等を定めていることを確認した。  

・北米におけるシェールガス産出に伴い国際的な天然ガスの需給構造が変化していく中で、今回

の原価算定期間以降に輸入されるものではあるが、関西電力や東京電力など我が国企業が、こ

れまでの通例であった石油価格リンクではなく、天然ガス価格にリンクしたＬＮＧ調達契約を

結ぶといった新たな動きが見られる。さらに、昨年５月以降、複数の米国シェールガスのプロ

ジェクトについて、米国政府から日本向けの輸出許可が得られている。  

・今回の申請原価において、中部電力は、原価算定期間内に価格改定がある契約のうち、平成26

年度に改定を迎えるものについてはＪＬＣを適用し、平成27年度に改定を迎えるものについて

はＪＬＣから一定の価格低減を見込み原価に織り込んでいるが、上記のようなＬＮＧ調達をと

りまく環境の変化を踏まえ、将来の効率化努力を先取りした調達価格を織り込んだ原価算定を
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行うことが適当である。 

・具体的には、先行他電力の査定と同様、26年度については、原価算定期間に契約更改等が実施

される長期プロジェクトのうち、合意済みの更改価格等が現時点で最も低価格なものの価格

（いわゆるトップランナー価格）を原価織り込み価格とする。なお、トップランナー価格の選

定に当たっては、各電力会社の調達努力を阻害しないよう、申請会社以外の一般電気事業者の

ものから行うことが適当である。加えて、27年度以降については、契約更改交渉までに十分に

交渉のリードタイムがあり、また、米国からシェールガスが非ＦＴＡ締結国に輸出開始が見込

まれる時期でもあることから、天然ガス連動価格を一部反映した原価織り込み価格とすること

が適当である。また、四国電力と同様、マレーシアから日本向けの平均価格で購入するとして

いる契約については、マレーシアから日本向けの長期プロジェクトが今後順次価格改定を迎え

る際に調達各社がそれぞれ効率化努力を行うことを踏まえた査定を行うことが適当である。  

・スポット購入価格については、直近25年6～8月のＪＫＭ（日本・韓国向けＬＮＧスポット価格

指標）実績にて織り込んでいるが、先行他電力の査定と同様、一般電気事業者全体の平均調達

価格を原価織り込み価格とすることが適当である。 

・なお、織り込み額の具体的な算定に当たっては、正確性を確保する観点から、非公表を条件に、

一般電気事業者に対し、ＬＮＧ調達契約について、電気事業法第106条に基づく報告徴収を行

うべきである。 

 

（イ） 石炭 

・石炭の各年度の購入価格は、輸入国別に、直近25年6～8月の中部電力の購入実績または全日本

通関石炭価格のいずれか安い価格を原価織込価格としており、先行他電力の査定基準である

「各国別の全日本通関石炭価格を、原価算定期間における自社の国別調達予定数量で加重平均

した価格」を下回っていることを確認した。 

・中部電力は、石炭の調達にあたり、供給の分散化及び経済性の向上を目指し、近距離ソースで

あるインドネシア炭比率の向上や亜瀝青炭の導入などに取り組んでいること、フランス電力公

社（ＥＤＦ）の燃料調達部門であるＥＤＦトレーディング社との業務提携による調達力の強化

等を進めていることを表明している。 

 

（ウ） 石油 

・中部電力は、発電所の環境規制への対応のために主に低硫黄の重原油を使用していることを確

認した。  

・今回の申請原価において、中部電力は、原油等の原価算定にあたり、全日本通関原油価格（Ｊ

ＣＣ）と比べ季節による価格変動が大きい低硫黄原油の価格を平準化し原価に反映するため、

ディファレンシャル方式を使用している。具体的には、直近25年6～8月のＪＣＣに、当該油種

価格とＪＣＣの１年間の価格差（平均）を反映させ算出している。原油については、過去の料

金改定においても、同様の考え方により、ＪＣＣとの格差を基に算定されていることを確認し

たため、ディファレンシャル方式による原価算定を認めることが適当である。 

 

その他 

・火力燃料の調達に係る諸経費のうち、子会社・関係会社取引において、中部電力が今後契約を

締結するものについては「基本的な考え方」に示された考え方を踏まえて算定された額を原価

算入価格とする。 

・各燃料の調達価格や諸経費について、最新の契約実績を踏まえて再算定した結果、申請との差

分がある場合には、料金原価から減額すべきである。 

（査定方針案該当箇所：P33～35） 
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㉑ 他の電力会社及び電気事業者に支払う購入電力料、販売電力料及び再処理積立金について、その

内容は明らかにされているか。特に、 

・購入電力料の契約相手方の広告宣伝費、寄付金、団体費等は合理的理由があるものに限られて

いるか、そのほか、契約相手方にコスト削減努力を求め、定量的なコスト削減を織り込んでい

るか。 

・日本原電及び北陸電力志賀原子力発電所からの購入電力料については、人件費等の費用につい

て、中部電力並の削減努力を反映しているか。 

○ 購入電力料について、中部電力は、契約満了などに伴い他社からの受電電力量が減少したため、

前回改定と比べ146億円減（64億kWh減）の1,691億円を原価に算入している。 

○ また、販売電力料について、卸電力取引所の活用や新電力に対する常時バックアップを反映し

たことにより、前回改定と比べ153億円増（7億kWh増）の261億円を原価に算入している。 

 

◇購入電力料の算定概要（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－２） 
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◇販売電力料の算定概要（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－２）

 

○ 中部電力は「購入電力料における原子力発電については、前回改定と比べて187億円減の366億

円を原価に算入している。なお、購入電力料の削減は、今後契約更改するものについて、更なる

効率化を求めるべきと考えられる費用（人件費・修繕費・諸経費等）を対象に、交渉による費用

低減を先取りした形で、平成26年～28年平均で約40億円のコスト削減を織り込んでおり、購入電

力料における原子力発電についても、効率化努力を反映した上で料金原価に算入している。」と

している。 

 

◇原子力発電の購入電力料原価内訳（対前回改定比較） 

 （第８回電気料金審査専門小委員会資料６－２） 
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○ また、日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）について、中部電力は「日本原

電の役員報酬、人件費等の水準について、当社が確認したところ、平成23～25年度の一人当たり

の役員報酬・給料手当は、下記表のとおりであった。なお、日本原電からの購入電力料における

料金原価の算定にあたっては、役員報酬、給料手当を当社並みの水準に引き下げるとともに、修

繕費・諸経費等については、効率化努力を反映したうえで算入している。」としている。 

 

◇日本原電の役員報酬・人件費等の水準（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－２） 

 

○ 再処理積立金については「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て

及び管理に関する法律」に基づき、原子力発電所から発生する使用済燃料の再処理等の費用に充

てるため積み立てが義務づけられている費用であるが、中部電力は、原子力発電所の利用率が大

幅に低下（浜岡３～５号機の利用率：前回83.0％⇒今回12.4％ ）していることなどから、使用

済燃料再処理等費として、前回原価と比べ95億円減の124億円を原価に算入している。 

○ なお、契約相手方の広告宣伝費等について、中部電力は「日本原燃の再処理積立金には、事業

運営に必要な費用として、寄付金・諸会費（団体費）・広告宣伝費が含まれているが、今回の料

金原価における積立金は、審査要領に準拠し、寄付金・交際費を全額カットするとともに、諸会

費・広告宣伝費については、内容を精査したうえで必要と判断した件名のみ織り込んでいる。」

としている。 

◇使用済燃料再処理等費（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－３）
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 ○ 査定方針案においては「法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出を受

けているもの（電気事業法第22条（卸供給の供給条件）に基づく届出を受けているもの）につ

いては、卸供給料金算定規則に基づいて算定しているが、今後契約を締結するものについては、

契約相手先から中部電力に対し、料金に含まれている寄付金等の額などを示した書類での回答

があり、その書類を確認したところ、料金原価に織り込まれていないことを確認した。」として

おり、「購入電力料、販売電力料とも、原価算定期間内に契約期限を迎えないものについては、

契約内容を確認し、適正に算定されていることを確認した。今後契約を締結するものについて

は、『基本的な考え方』に示された考え方に基づき料金原価から減額すべきである。」としてい

る。 

○ また、中部電力が北陸電力及び日本原電に支払う原子力発電による購入電力料については「受

電量に応じて支払う電力量料金と受電量にかかわらず支払う基本料金の組み合わせで設定され

ている。今回申請では、原価算定期間における受電量をゼロと見込んでおり、核燃料費等受電量

に応じて支払う電力量料金は料金原価に算入されていないことなどから、原子力発電に係る購入

電力料全体で前回（20年改定）に比べて187億円の減となっている。他方で、今回申請において

は、停止中の原子力発電所に係る維持管理や安全対策工事などに必要と見込まれる費用が料金原

価に算入されているが、これらの費用については、購入の相手方との契約書原本等を確認した結

果、以下の理由から、料金原価に算入することを認めることが適当である。 

①発電電力量の全量を受電会社に供給することとしているなど当該原子力発電所は契約の相

手方との共同開発であると認められる。 

②このため、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将

来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務があると考え

られる。 

また、中部電力が契約している発電所は、北陸電力及び日本原電においては、津波対策や耐震

強化に係る改良工事を実施中であるなど、安全機能の維持や発電再開に向けた準備を実施中であ

る。なお、日本原電敦賀発電所の敷地内破砕帯については、原子力規制委員会の有識者会合で「耐

震設計上考慮する活断層」であると考える旨、評価書にとりまとめられ、平成25年5月の原子力

規制委員会で報告・了承されている。当該評価書には「今後、新たな知見が得られた場合、必要

があれば、これを見直すこともあり得る」旨も記載されており、評価書とりまとめ後の平成25年

7月に、新たなデータとして調査報告書を日本原電から原子力規制委員会へ提出している。これ

らを踏まえ、平成25年12月の原子力規制委員会において、評価書の見直しの要否を議論するため、

有識者による評価会合及び現地調査を行うことが了承された。有識者による現地調査は、平成26

年1月に実施済みであるが、評価会合の実施時期については未定であり、現時点で、原子力規制

委員会としての最終的な結論は出されていない。 

他方で、中部電力は契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、既設分の減価

償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費等について、

中部電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部

分については、料金原価から減額すべきである。 

とりわけ、日本原電については、中部電力も出資している会社であり、役員における人的関係

等を考慮すれば、日本原電からの購入電力料に含まれる人件費については、中部電力のコスト削

減努力並に料金原価から減額し、その他の一般管理費等のコスト削減可能な経費についても、中

部電力のコスト削減努力に照らし、10％減額すべきである。 

特に、人件費については、日本原電の現行の常勤役員一人当たり報酬額2,000万円（平成25年

度推定実績）を中部電力同様、国家公務員指定職と同水準（1,800万円）とするとともに、中部

電力の役員と兼務している非常勤役員への報酬については料金原価への算入を認めない。また、

一人当たり従業員給与については、720万円（平成25年度推定実績）であるところ、中部電力の

査定後の水準である623万円まで料金原価を削減すべきである。なお、他社の査定方針も踏まえ、

さらに中部電力が北陸電力及び日本原電と交渉した結果、平成26年度の受給契約において、査定
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後原価を下回ると確認できたものを料金原価に反映すべきである。 

また、北陸電力（志賀2号機）の諸費の一部については、料金原価算定期間に発生する見込み

のないものについて料金原価から減額すべきである」としている。 

○ 使用済燃料再処理等費については、査定方針案においては「「原子力発電における使用済燃料

の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」及び前提計画に基づいて算定されて

いることを確認した。ただし、制度措置分（日本原燃分）のうち、再処理により発生する放射性

廃棄物の処分費用の算定に用いている処分単価については、申請時点において平成25年度の処分

単価により算定しているが、平成26年度の処分単価に改定されたことに伴い、当該処分単価を反

映した料金原価とすべきである。また、その他（輸送費）については、既契約等に基づいて算定

されていることを確認した。」としている。広告宣伝費、寄付金、団体費等については、「制度措

置分（日本原燃分）については、法令に基づき経済産業大臣がその費用の内訳に係る資料の提出

を受けているもの（原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理

に関する法律に基づくもの）であり、日本原燃から中部電力に対し、料金に含まれている広告宣

伝費が原価に算入されているが、『基本的な考え方』に示された考え方に基づき原価から除くべ

きである。」としている。 

 

○ また「その他（輸送費）」については「六ヶ所再処理工場への使用済燃料の輸送費等について

は、日本原燃の「再処理施設の使用計画」 （以下「使用計画」という。）に基づき算定されてい

るが、使用計画が変更されたことに伴い、変更後の使用計画に基づき再算定して上回る部分につ

いて料金原価から減額すべきである。」としており、さらに「今後契約を締結するものについて

は、効率化努力（コスト削減を求めることが困難な費用を除く）を織り込んでおり、「基本的な

考え方」に示された考え方に照らして妥当であると考えられる。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P40～43、P87） 

 

 

㉒ バックエンド費用について、その内容及び電気料金との関係が分かりやすく明確に情報提供され

ているか。原子力発電所の廃炉に関わる会計制度の変更により、発電所設備の減価償却、解体引

当金について、原価への計上方法が変更されたが、それによる電気料金の値上げがどの程度にな

るのか定量的に分かりやすく説明しているか。 

○ バックエンド費用については、①使用済燃料再処理等費（「原子力発電における使用済燃料の

再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」に基づき、原子力発電所から発生する

使用済燃料の再処理等の費用に充てるため積み立てが義務づけられている費用）、②特定放射性

廃棄物処分費（「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、使用済燃料の再処理を

行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分に必要な費用を拠出することが義務づけられて

いる費用）、③原子力発電施設解体費（「廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ」におけ

る検討を踏まえ、平成25年9月に改正された「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づ

き、原子力発電施設の解体等に必要な費用を引き当てることが義務づけられている費用）等から

なる。中部電力は、原子力発電所の利用率が大幅に低下（浜岡３～５号機の利用率：前回83.0％

⇒今回12.4％ ）していることなどから、前回改定に比べ161億円減の173億円を原価に算入して

いる。 
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原子力バックエンド費用の算定結果（第８回電気料金審査専門小委員会資料６－３） 

 

 

 

○ 原子力発電施設解体費は、原子力発電施設の解体費用を、運転開始から解体が本格化するまで

の間（原則50年間）、定額法で引き当てるものであり「原子力発電施設解体引当金に関する省令」

に基づき算定されている。当該省令は平成25年10月に改正されており、生産高比例法（運転期間

40年、平均設備利用率76％を前提として想定総発電電力量を設定）で稼働実績に応じて引当を行

っていたものを、定額法へ変更（稼働状況に左右されない着実な引当、各期の引当額平準化）し、

運転期間40年に安全貯蔵期間10年を加えた期間を原則的な引当期間（解体本格化までに引当）と

するものである。中部電力は「今回の申請原価においては、旧制度により算定した場合と比べ34

億円増加しているが、今回の省令改正では解体費用総額に変更がないため、長期的に見れば、電

気料金への影響はありません。」としている。 
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◇電気事業会計規則等の一部改正の影響（解体引当金）（第１３回家庭用電気料金の値上げ認可申請

に関する調査委員会資料３－２、第１３回電気料金審査専門小委員会参考資料３） 

 

 

◇廃炉会計制度見直しによる電気料金負担への影響（第１３回家庭用電気料金の値上げ認可申請に関

する調査委員会資料３－２、第１３回電気料金審査専門小委員会参考資料３） 
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㉓ 浜岡原子力発電所の再稼働に向けて行う安全対策も含めた新規の設備投資が、今後、どの程度の

期間、原価に織り込まれるかについて合理的な説明をしているか。 

○ 中部電力は「新規制基準を踏まえ必要となる設備対策として、津波・地震対策、電源確保対策、

冷却・注水対策など総工事費2,796億円の工事を計画している。このうち原価算定期間においては、

防波壁地盤改良などの地震対策として平均48億円、防波壁設置などの津波・浸水対策として平均65

億円、ガスタービン発電機の高台設置などの電源確保対策として69億円、緊急時海水取水設備の設

置などの冷却・注水対策として平均124億円、フィルタベント設備の設置などその他の工事として

平均198億円を計画しており、原価算定期間の平成26～28年度合計では1,511億円（平均504億円）

の工事を計画している。」としている。 

 

◇（第１０回電気料金審査専門小委員会資料６－１） 

 

 

 

㉔ 原価算定上、浜岡原子力発電所が再稼動することを織り込んだ理由と再稼動しない時の電気料金

への影響を、バックエンド費用（㉒）や浜岡原子力発電所の再稼働に必要な新規の設備投資（㉓）

についての見込みも含め、明確に説明しているか。 

○ 再稼働することを織り込んだ理由について、中部電力は「現在停止中の浜岡原子力発電所につい

ては、新規制基準を踏まえた安全性向上対策（４号機：平成27年9月末完了目標、３号機：平成28

年9月末完了目標）を実施しており、原価算定上の前提として、４号機は平成28年1月、３号機は平

成29年1月から発電電力量を想定し、５号機については、海水が混入した設備の点検および健全性

評価を進めるとともに、新規制基準への対応について引き続き検討を進めていることから、原価算

定期間中（平成26～28年度）の発電電力量は想定していない。」としている。 

○ さらに「原子力発電電力量を想定しない場合、燃料費・原子力バックエンド費用の合計は、申請

原価から440億円程度増加し、規制・自由化部門合計での改定率影響は1.89％程度となり、申請に

比べ値上げ幅は４分の１程度増加する。」としている。 

○ なお、設備投資に係る減価償却費は原子力発電所が稼働するか否かによって変わらない。 
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◇原子力の供給電力量想定（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－２） 

：電力量想定期間

ユニット名
平成26年度

（設備利用率：0.0％）

平成27年度
（設備利用率：7.0％）

平成28年度
（設備利用率：30.2％）

浜岡３号機

浜岡４号機

浜岡５号機

28/1

29/1

29/1

原価算定期間中の発電電力量は想定していません。

 

 

◇原子力発電電力量を想定しない場合の電気料金原価への影響（第１２回電気料金審査専門小委員会

参考資料） 

申請原価
再稼働を反映しない
場合の影響額

備 考

燃 料 費 12,403 ＋480
火 力：＋500
原子力： ▲20

原子力バックエンド費用 173 ▲40

合 計 12,576 ＋440

収 入 不 足 額 1,627 ＋440
[改定率]
収入不足額÷23,309億円（改定前料金収入）

改 定 率 6.98% ＋1.89%

（億円）
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[規制部門と自由化部門の関係について] 

 

㉕ 原価の部門間の配分について、規制部門と自由化部門を比較した妥当性が検証でき、定量的で平

易な説明を行っているか。 

㉖ 規制部門と自由化部門の損益構造が、バランスのとれたものとなっているか。 

○ 査定方針案においては、原価の部門間の配分について「個別原価計算においては、算定規則に基

づき各費用の配分計算が適切に行われていることを確認した。また、事業者が独自に設定した基準

についても、計器等の費用を口数比ではなく直接各需要に整理している等、より実態に即した費用

配分となっている。総原価の95％が固有費及び直課により配分されていることは妥当であると考え

られる。 

  固定費の各需要種別への配分方法は「２：１：１法※」等が算定規則により規定されているが、

その際、低圧需要の最大電力は、サンプル調査（1,429件のデータを取得）に基づく推計値が用い

られており、過大推計されていないことが確認された。 

  ※最大電力に２、夏期・冬期尖頭時責任電力に１、発受電量に１の割合で合成された値により

固定費を配分する方法。 

  また、規制部門、自由化部門毎の総原価に対する事業報酬の割合については、前回改定時以降の

燃料費の増加等に伴う収益構造が改善され、規制部門が5.2％、自由化部門が4.1％となっており、

それぞれの部門における固定費の割合を適切に反映したものであることが確認された。 

  なお、今回改定以降の収益構造の変化については、事後評価において部門別収支が毎年公表され、

原価算定期間終了後には原価と実績の部門別評価を実施することとなっているが、経済産業省は

「料金認可申請命令の発動基準に基づき、収益構造のゆがみが著しく、また、構造的なものと認め

られる場合には、事業者に料金改定を促すとともに、事業者がこれに応じない場合には、料金認可

申請命令の発動を検討すべきである。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P115） 
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[需要の推計、見込みと実績の乖離について] 

 

㉗ ピーク需要の推計は、合理的な根拠に基づき適切に行われているか。また、ピーク需要比につい

ては、景気拡張期、後退期をどのように織り込んでいるか明らかにされているか。 

○ 査定方針案においては、ピーク電力需要の推計について「低圧需要の最大電力は、サンプル調

査（1,429件のデータを取得）に基づく推計値が用いられており、過大推計されていないことが

確認された。」としている。 

○ また、今般の認可申請にあたっては、中部電力は「最大電力の想定は、用途別に想定した月間

の電力量をもとに「電気の使われ方（負荷率）」や「節電影響」を加味して想定している」との

ことであり、景気拡張期や後退期の織り込みについては「経済動向を示す指標である実質ＧＤＰ

および鉱工業生産指数（ＩＩＰ）について、業務用需要および産業用需要を想定するために使用

している。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P115） 

 

◇前提となる経済見通し（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－１） 

※１実績や国立社会保障・人口問題研究所の推計値を踏まえて設定しています。
※２計画策定時点のシンクタンクの予測や政府経済見通し等を踏まえて設定しています。
※３表内上段は対前年増加率。

Ｈ２３
（実績）

Ｈ２４
（実績）

Ｈ２５
（推定実績）

Ｈ２６
（想定）

Ｈ２７
（想定）

Ｈ２８
（想定）

中部の人口（万人）※１
▲０.２

１，６００

▲０.２

１，５９８

▲０.１

１，５９６

▲０.２

１，５９３

▲０.２

１，５９０

▲０.２

１，５８６

実質ＧＤＰ（兆円）※２
０.３

５１３．７

１.２

５１９．７

２.７

５３３．７

０.６

５３６．９

１.２

５４３．４

１.２

５４９．９

鉱工業生産指数（IIP）※２

（平成22年＝100）

▲０.７

９８．７

▲２.９

９５．８

３.６

９９．２

２.４

１０１．６

１.５

１０３．１

１.６

１０４．７

 

 

 

㉘ 過去の原価算定期間内における販売電力量（特に、供給約款に係る部分）及び原価項目について、

見込み値及び実績値並びにその乖離を公表しているか。また、今後についても、同様に公表する

か。 

○ 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の報告書（平成24年３月）の提言を受け、これ

まで自由化部門が赤字の場合のみ公表されていた部門別収支を毎年度公表するよう｢電気料金情

報公開ガイドライン｣が改正された。部門別収支の公表に当たっては、ホームページ上で、過去

の原価算定期間における販売電力量や原価項目の実績値を公表している。なお、今般の改定にお

ける原価算定期間の見込み値についても公表している。 

○ また、今後の対応について、中部電力は「お客さまへのご説明について、継続して丁寧に対応

していく。」としている。  
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販売電力の見込みと実績（第１０回電気料金審査専門小委員会資料６－３） 

（単位：百万ｋＷｈ、百万円、％）

平成２０年改定

想定 実績 増減率 実績 増減率 実績 増減率 実績 増減率 実績 増減率

電力量 36,155 35,363 ▲2.2% 34,179 ▲5.5% 35,975 ▲0.5% 33,939 ▲6.1% 33,090 ▲8.5%

料金収入 819,052 838,684 2.4% 778,628 ▲4.9% 801,177 ▲2.2% 794,682 ▲3.0% 800,776 ▲2.2%

電力量 30,054 29,457 ▲2.0% 28,595 ▲4.9% 30,067 0.0% 28,355 ▲5.7% 27,619 ▲8.1%

料金収入 669,955 687,440 2.6% 639,812 ▲4.5% 662,286 ▲1.1% 655,626 ▲2.1% 660,301 ▲1.4%

電力量 6,867 6,711 ▲2.3% 7,260 5.7% 7,967 16.0% 8,283 20.6% 8,517 24.0%

料金収入 104,056 109,588 5.3% 112,183 7.8% 122,131 17.4% 136,157 30.9% 146,835 41.1%

電力量 2,736 2,850 4.2% 3,485 27.4% 4,303 57.3% 4,767 74.2% 5,201 90.1%

料金収入 44,972 49,932 11.0% 57,200 27.2% 69,858 55.3% 82,490 83.4% 93,248 107.3%

電力量 43,022 42,074 ▲2.2% 41,439 ▲3.7% 43,942 2.1% 42,222 ▲1.9% 41,607 ▲3.3%

料金収入 923,108 948,272 2.7% 890,811 ▲3.5% 923,308 0.0% 930,840 0.8% 947,612 2.7%

※１　端数処理の関係で、合計が合わない場合がある

※２　増減率は、平成２０年改定との対比である

平成２４年度

供給約款

【再掲】
従量電灯

選択約款

【再掲】
３時間帯別電灯

規制部門
合計

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
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[新料金体系への移行に向けた情報提供等について] 

㉙ プランの変更について、各消費者が試算できるよう、工夫しているか。各消費者の使用実績を基

にした各プランの値上がり幅を周知しているか。 

○ 中部電力は「ご契約メニューを変更した場合の影響額については、ホームページ上でシミュレ

ーションが可能となるようにしている。また、ご契約メニュー毎の値上げの影響額については、

検針時における配布チラシ等で幅広くお知らせするとともに、ホームページ上でのシミュレーシ

ョンが可能になっている。また、お電話でお問い合わせいただいたお客さまについても、年間の

値上げ影響額等を丁寧にご説明している。」としている。  

 

 

㉚ 省エネ、節電のインセンティブが高まる料金メニュー等が設定されているか。 

オール電化やピークシフトメニューによる節電インセンティブや料金節約方法は分かりやすく

説明されているか。また、供給約款料金と選択約款料金の設定において、消費者にとっての平等

性が確保されているか。 

○ 査定方針案においては「３段階料金制度においては、１段階料金はナショナルミニマムの観点

から低廉な水準に、２段階料金は平均的な電気使用の観点から平均的な料金に、３段階は省エネ

の観点から割高な料金に設定されているが、今回の申請では、１・２段格差率よりも、２・３段

格差率を拡大させている。これは、①１段階の値上げ幅を抑制することは生活に必要不可欠な電

気の使用への影響を軽減すること、②３段階の値上げ幅を拡大することは需要対策の効果がある

ことから、妥当と考えられる。」としている。 

 

○ 中部電力は「生活必需的な電力量に相当する第１段階には比較的低廉な料金を、概ね平均的な

使用量に相当する第２段階には平均的な料金を、それを超過する第３段階には割高な料金を適用

している。今回の申請においては、毎日の暮らしに必要不可欠なご使用量に相当する第１段階料

金の値上げ幅を小さくし、省エネルギー推進という観点から、第３段階料金については、値上げ

幅を大きくしている。また、ピーク時間（夏季の平日13～16時）を中心とした電気の使い方を工

夫していただくことで、電気料金の低減が可能となる「ピークシフト電灯」を新たに設定した。」

としている。 

 

○ 電気料金の節約や省エネに関するお客さまへのご説明については「ホームページにおいて、契

約メニュー変更によるシミュレーション等や、電気を効率よくお使いいただくための節電・省エ

ネ方法について紹介している。」としている。 

 

○ また、供給約款料金と選択約款料金については「料金算定規則に基づき、電気の使用形態や供

給原価の差異等をふまえつつ、規制部門に配分された原価と選択約款も含めた規制部門全体の料

金収入が一致するように設定している。」としている。 

 

○ 査定方針案においては「選択約款の設定については、電気事業法上『設備の効率的な使用その

他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合』に設定でき、供給約款及び選択約款による収

入と総原価等が一致することが求められている。中部電力の選択約款料金の単価については、ベ

ースとなる供給約款、夜間の平均発電費用、過去の需要の実績等を基に設定されており、当該料

金単価の設定によって供給約款単価が割高に設定されるといった事実は確認されなかった。」と

している。 

（査定方針案該当箇所：P123、124） 
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㉛ 浜岡原子力発電所３号機及び４号機の再稼働に伴う燃料費・修繕費・減価償却費が営業費用に与

える影響を消費者に分かりやすく情報提供を行っているか。対象となる消費者に応じた適切な方

法で、新料金体系及び原価項目（公租公課も含む）の増減要因等を、事前に周知・説明すること

にしているか。 

また、情報提供に当たっては、消費者の居住地に関わりなく、適時かつ公平に広報・周知体制が

取られているか。 

さらに、値上げ認可申請の理解のため、消費者や消費者団体からの要望に応えるとともに、積極

的に説明会等の開催を提案しているか。 

○ 中部電力は｢原価算定上の前提として、浜岡原子力発電所３号機及び４号機の発電電力量を想

定しており、これまでの電気料金審査専門小委員会及び家庭用電気料金の値上げ認可申請に関す

る調査会等にて申請原価における原子力発電費や安全対策費について説明するとともに、その説

明資料をホームページに掲載しお知らせしている。申請の理由や料金等の変更内容については、

検針時に配布するチラシ等に掲載するとともに、プレス発表の添付資料や電気料金審査専門小委

員会・家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会での説明資料をホームページに、適宜、

掲載している。また、自治体、消費者団体など各種団体へ訪問等によりご説明している（約1,000

件）。さらに、各種団体に向けての説明会の開催をお声がけしており、愛知県消費者団体連絡会、

三重県生活協同組合連合会および長野県消費者団体連絡協議会等が主催する説明会に出席し、丁

寧にご説明している。｣としている。 

○ 経済産業省としては、中部電力に対して、引き続き丁寧な周知・説明を求めてまいりたい。 

 

 

㉜ また、消費者への負担に加えて、取引先、株主、金融機関等各ステークホルダーの負担について

も定量的なデータを明示する等分かりやすく周知・説明することとしているか。 

○ 中部電力は「原価算定にあたっては、取引先については、競争発注の拡大等により、発注価格

を削減していくこととし、株主の皆様には、平成26年3月期の期末配当についても、中間配当に

引き続き見送る予定であり、金融機関からは、格付の低下など当社財務リスクが高まる中、引き

続き融資をいただいている。なお、当該内容については「１３回家庭用電気料金の値上げ認可申

請に関する調査委員会」において説明をするとともに、同資料を第１１回電気料金審査専門小委

員会参考資料３として提出し、当社ホームページでも公表している。」としている。 
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◇各ステークホルダーの負担（第１３回家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査委員会資料

３－２、第１１回電気料金審査専門小委員会参考資料３） 

 

 

 

㉝ （料金改定が認可される場合・料金改定後も）消費者からの問合せ・苦情に対して、丁寧な説明

（適当な場合には業務への反映）等消費者対応に万全を期しているか。 

○ 中部電力は「お客さまからのご意見やご質問に対しては、値上げ申請に関するご意見・ご要

望等に専門窓口（電気料金値上げ申請に関する専用ダイヤル）を値上げ申請日に設置する他、

ホームページ等からのお問い合わせへの受付体制を整えるとともに、必要に応じて、お客さま

訪問等、あらゆる機会を通じてお客さまへ継続して丁寧にご説明していく。」としている。 

○ また「詳細なご説明を希望される一般のお客さまや、消費者団体・経済団体等の各種団体、

自治体等に向けては、値上げ申請の理由や料金等の変更内容について、リーフレット等を活用

し、詳細にご説明している。加えて、お客さまからのお問い合わせが多いご質問とその回答に

ついては当社ホームページに掲載している。」としている。  
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[資産売却等] 

 

㉞ 保有する不動産や子会社等の株式、子会社等が所有する資産の売却について、積極的に行ってい

るか。その進捗の公表を行っているか。 

○ 中部電力は「経営効率化の一環として、事業所の統廃合や社宅などの厚生施設の廃止を進める

とともに、土地をはじめとする保有資産の売却を実施してきた。平成12年度の電気事業法改正以

降、積極的に資産活用・売却を推進し、平成24年度までの13ヵ年で、約2000件、約110万㎡の土

地を約260億円で売却した。また、平成25年4月に設置した経営効率化推進会議のもとで、当社が

保有する施設全般について改めて必要性を検証しており、憩の家、クラブハウスについては平成

25年度末に全施設の営業を終了する等の決定をしている。今後については、電気事業ならびに当

社グループの成長と言う観点から、常に必要性を検証しながら、保有資産のスリム化・有効活用

を図っていく。」としている。また「子会社・関係会社から行う資機材・役務調達のうち、今後

契約を締結するものについて、①東日本大震災前の価格水準から10%の調達価格を削減すること

と、②契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減可能な部分について、出資比率に応

じ10%の調達価格を削減することを反映し、①②合わせて東日本大震災前の水準から10.3%程度の

経営効率化を反映した。」としている。 

○ なお、電気料金については電気事業に要する費用を積み上げて総原価を算定するものであり、

電気事業資産以外の資産については、原価と直接的な関係はないが、査定方針案においては「今

後契約を締結するものについて、①東日本大震災前の価格水準から10％の調達価格を削減するこ

とと、②子会社・関係会社との契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減可能な部分

についても、出資比率に応じ10%の調達価格を削減することを基本方針とし、これらを合わせた

平均10.31%（うち子会社・関係会社取引分0.31%）を設備投資等への効率化として織り込んでい

る（コスト削減を求めることが困難な費用を除く）。この効率化の水準は東京電力及び関西電力

等の査定水準と同等である。」としている。 

（査定方針案該当箇所：P 7） 

 

 

㉟ 電力会社本体が行う附帯事業について、電力事業に負担となるような事業については、必要な見

直しがなされているか。 

○ 中部電力は「エネルギーに関するノウハウや既存の設備等、有形無形の経営資源を有効活用

することで効率的な附帯事業運営を行っている。単年でみると平成 23・24 年度は赤字となっ

ているが、これは附帯事業の大宗を占めるガス供給事業において、売上と仕入に適用される単

価のタイミングのずれの影響で赤字が発生していることによるものであり、過去３か年平均で

は営業利益を計上している。」としている。 

○ なお、電力会社が行う附帯事業に係る費用は、電気事業と適正に区別することが電気事業会計

規則で定められており、附帯事業に直接関係するものはもとより、電気事業と共通する費用や設

備についてもそれぞれの使用割合により区分し、電気料金原価から控除している。資産について

は、電気事業に必要かつ有効なものであるかについて、特別監査において確認を行うこととなっ

ており、附帯事業に係る資産については電気事業資産の対象外と整理される。 
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 [電灯需要の伸び予測、最大電力量想定及び節電予測] 

 

㊱ 次のような観点も踏まえて、最大電力量の根拠として、特に節電を行うことによる影響をどのよ

うに見込んでいるのかについて、明確かつ合理的に説明されているか。 

 

（１）需給逼迫への対策として行われた節電要請の継続や他の代替エネルギー自給の流れ、値上げに

よる負担増回避のための節電等が需要の伸びに与える影響。 

○ 中部電力は「節電影響については、無理のない範囲での節電が定着しているものと考え、平成

25年度実績と同量を見込んでいる。なお、実績の出ていない冬季については、昨年10月に実施さ

れた電力需給検証小委員会で了承された算定手法に則り、アンケート結果である定着率およそ８

割を踏まえ算出している。他の代替エネルギー自給の流れについては、過去の最大電力実績の推

移に含まれており、先行きの想定においても、過去の実績傾向並みに、最大電力の低減という形

で織り込まれていると考えている。値上げによる影響については、今回のように総原価を見直し

たうえでの値上げは昭和55年以来であり、電気料金水準と節電意識の関係についてはデータが少

ないため、アンケートを継続して実施していくことにより評価していきたいと考えている。」と

している。 

 

(２)節電予測について、電力会社が行ったアンケート結果の評価。 

○ 中部電力は「実施したアンケートの方法は、昨年10月に実施された電力需給検証小委員会で了

承されていることから、アンケート結果は妥当性を有していると考えている。」としている。 

 

＜今後の節電の継続率＞ 

大 口 小 口 家 庭 

84% 84% 78% 

 

(３)定着する節電量の想定。（一定量とするか、一定率とするか。） 

○ 中部電力は「平成23～25年度の節電実績を踏まえ、平成26年度以降も一定量で継続するものと

見込んでいる。」としている。 

◇節電影響（第７回電気料金審査専門小委員会資料７－１） 

H23 H24 H25
H26‐H28
平均

最大電力
（万kW）

▲114 ▲141※ ▲140 ▲140

電力量
（億kWh）

▲23 ▲31 ▲33 ▲33

※平成24年度については、他社への応援を目的として、お客さまに依頼した自家発の
焚き増しによる14万kWの需要減を、実績から控除しています。
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㊲ 供給予備力はどのような根拠で算出されるのか明らかにされているか。その際、供給予備率の水

準は、原価算定期間内の電源構成の変動等も踏まえて、明確かつ合理的に説明されているか。ま

た、仮に、予備力を上回る電気供給を行わなければならなくなった場合、その対応はどのような

ものか明らかにされているか。 

○ 中部電力は「想定以上の高気温による電力需要の増加や電源の計画外停止等、需給変動リスク

が発生した場合でも、安定供給を維持するためには、一定の供給余力（供給予備率）を確保して

おく必要がある。この供給予備率は、最大３日平均電力需要に対して少なくとも８％程度を確保

することを目安としており、今回の計画では、火力電源の補修時期を適切に設定すること等で、

夏季需要ピークだけでなく端境期も含めたすべての期間で安定供給の目安となる供給予備率を

確保している。なお、トラブルによる停止リスクが高い高経年火力機が供給力の一翼を担ってい

ることや、浜岡原子力発電所の発電電力量（平成28年1月から織込み）は一定の仮定のもと織り

込んだものであるなど、供給力確保に不透明さを含むことから、安定供給に万全を期すため、12

～13％台の供給予備率となっている。」としている。 

○ また「仮に、予備力を上回る電力供給を行わなければならなくなった場合、卸電力取引市場か

らの電力調達、他一般電気事業者からの融通受電など、可能な限り供給力追加対策を行うほか、

大口のお客さまにおける随時調整契約による需要抑制や、一般のお客さまへの節電要請など、需

給両面の対策を実需給の直前まで取組む。」としている。 
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[適切な審査等] 

㊳ 消費者への情報提供の内容に関し、消費者等からの意見を踏まえた継続的な改善をしていくこと

にしているか。 

 ○ 電気料金の認可プロセスについては、平成24年3月にとりまとめた「電気料金制度・運用の見

直しに係る有識者会議」報告書や、消費者委員会・消費者庁の提言内容を踏まえ、料金審査プロ

セスを改善するとともに、その後の経験も踏まえて見直しを行っている。 

 ○ 現在、電気料金審査専門小委員会の委員には、消費者問題の専門家にも参画いただくとともに、

電気料金審査専門小委員会の審議については会議資料及び議事録のホームページ掲載や傍聴、イ

ンターネット中継を通じて公開している。また、電気事業法上開催が求められている公聴会につ

いては、約２か月間の募集期間を設けるとともに、消費者団体等を通じ633団体に周知の依頼を

行った結果、公聴会における意見陳述人は、20名であった（当日1名欠席）。さらに、公聴会には、

電気料金審査専門小委員会の委員５名にもご参加いただいた。 

 ○ なお、電気料金の適正性について国民の皆様のご理解を得るためには、徹底した情報公開を含

め、透明性の高いプロセスが重要。引き続き、消費者庁・消費者委員会の意見も聴きながら、継

続的な改善に努めてまいりたい。 

 

 

㊴ 公聴会終了後の審査プロセスにおいても、一層の情報公開を行うことにしているか。例えば、査

定方針案の公表を計画しているか。 

 ○ 電気料金審査専門小委員会においては、すべて公開のもとで御審議いただいた。3月14日に開

催された第１４回電気料金審査専門小委員会においては、査定方針案が提示・公表されたところ、

最終的な査定方針についても公表することを予定している。 

 

 

㊵ （料金改定が認可される場合）改定された料金の実施時期は、改定に関する消費者の理解の浸透

状況を踏まえたものとなっているか。 

 ○ 新料金の実施時期についても査定対象であるが、電気料金の値上げについては、消費者庁に協

議することが求められているところ、当該プロセスの中で判断することとしたい。 
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[今後、中長期的に取り組むべき事項] 

㊶ 消費者が電気料金を理解するに当たって、電力事業、核燃料サイクル政策を含めたエネルギー政

策の今後の在り方は消費者の重要な関心事項であり、また、再生可能エネルギーの使用拡大等、

エネルギーの多様化について消費者の関心が高いが、こうしたことについて、十分な説明と情報

提供をすることにしているか。 

 ○ 今後のエネルギー政策については、いかなる事態においても国民生活や経済活動に支障がない

ようエネルギー需給の安定に万全を期すことが何よりも重要。中長期的なエネルギー政策の方針

を定める、エネルギー基本計画については、先日政府の原案を取りまとめたところ。今後、現在

進めている与党プロセスを経て、閣議決定する予定。国民生活と経済活動に直結する重要な問題

であり、丁寧なプロセスを経た上で決定していきたい。 

 

 

㊷ 今回の原価算定期間終了後には、浜岡原子力発電所の再稼働の本格化により電源構成が大きく変

わり、原価算定期間に比べ燃料費が大幅に削減されることによる値下げも想定されるが、その際

の値下げ幅について、検証を行うこととしているか。 

 ○ 中部電力は「今後も引き続き、全社を挙げて、聖域を設けず、更なる徹底した効率化に取り組

んでいく。今後の電気料金改定については、その時点における収支状況や経営効率化の進捗状況

等を総合的に勘案のうえ判断していく。」としている。 

○ 原価算定期間終了後の事後評価の仕組みとしては、平成24年3月の「電気料金制度・運用の見

直しに係る有識者会議」報告書において、原価と実績の比較等について規制・自由化部門に分け

て評価を実施し、必要に応じて電気事業法第23条に基づく料金変更認可申請命令の発動の要否を

検討することが提言され、これを受け「電気料金情報公開ガイドライン」を平成24年3月30日に

改定するとともに、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」を平成25年3

月19日付けで改定し、客観的な基準を設定した。一般電気事業者は、当該ガイドラインに基づき、

原価と実績値の比較、これまでの利益の使途、収支見通し等について、規制部門と自由化部門に

分けた自己評価を公表・説明する。また、行政は、当該基準に基づき、原価算定期間終了後も料

金改定を行っていない一般電気事業者について、（イ）規制部門の電気事業利益率の直近３か年

度平均値が、一般電気事業者10社の過去10か年度平均値を上回っているかどうかを確認し、上回

っている場合には、（ロ）前回料金改定以降の超過利潤累積額が事業報酬の額を超えているか、

又は自由化部門の収支が直近２年度間連続で赤字であるかどうかを確認し、該当する場合には電

気事業法第23条に基づく料金変更認可申請命令の対象とするとともに、確認結果を毎年公表する

こととしている。中部電力の原価算定期間終了後の料金についても、この基準に基づき、客観的

な評価を行うとともに結果を公表することにより、適切な検証を行っていく。 


